
（引取業者用）

自動車リサイクル法に基づく登録申請書類等一覧 

 

１　登録申請手数料　　３，０００円（新規・更新共に） 

 

２　提出書類 

注１： 誓約書には、欠格要件の概要が記載されていますので、熟読のうえ提出してください。 

注２： 官公庁が発行する証明書等は、申請日前３か月以内に証明されたものを提出してくださ

い。 

 

〈高崎市の窓口〉 

高崎市環境部産業廃棄物対策課　審査担当　TEL:027-321-1325 

〒370-8501　群馬県高崎市高松町３５番地１（高崎市役所本庁舎２階３９番窓口）

 提 出 書 類

 １ 引取業者登録申請書［様式第一］

 ２ 誓約書（引取業者用）［様式第２号の１］

 ３ 次のいずれかの書類 
（申請者が個人かつ市外在住の場合） 
・ 住民票抄本 
※ 本籍地の記載があり、マイナンバー（個人番号）の記載がないもの

 ４ 申請者が未成年の場合、次の書類 
（法定代理人が個人かつ市外在住の場合） 
・ 法定代理人の住民票抄本 
※ 本籍地の記載があり、マイナンバー（個人番号）の記載がないもの

 ５ 次のいずれかの書類 

・ （一級・二級・三級）自動車整備士 

・ 中古自動車査定士、 

・ 自動車電気装置整備士 

・ 自動車車体整備士　　　　　　　　　等の資格証の写し 

 

※ 上記資格を有する者がいない場合は、「残存フロン類の確認方法を記載した書

類」を提出してください。


